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北海道透析療法学会会則 

第１章 名称および事務局 

第１条 本会は北海道透析療法学会と称する。本会の事務局を札幌市中央区南１条西１６丁目１番

２４６号 ANNEX レーベンビル５Fにおく。 

 

第２章 目的および事業 

第２条 本会は透析療法の学問上並びに治療上の進歩とその普及を図り、併せて会員 

相互の親睦を深めることを目的とする。 

第３条 本会は学術集会（以下、集会と略）を開催し、その他の事業を行う。 

１．集会は年１回以上とし、研究発表、シンポジウム、特別講演等を行う。 

役員の改選、会計報告は総会にて行う。 

２．集会の日時および開催地は幹事会において定める。 

３．集会において演説するものは所定の指示に従うものとする。 

４．本会は別に定める所により会誌を発行することができる。 

 

第３章 会員および会費 

第４条 本会の会員は本会の目的に賛同する医師または医学研究者等の個人および医 

療施設、企業等の団体とする。 

第５条 入会を希望する者は氏名、勤務先等所定の事項を記入した入会申込書に別に定 

める会費をそえて本会事務局に申し込み、幹事会の承認を受けるものとする。 

第６条 会員は普通会員、施設会員、賛助会員、名誉会長、名誉会員、および顧問よ 

り構成される。普通会員は総会において議決権を有する。 

第７条 普通会員は医師とする。施設会員はコ・メディカル会員からなり、施設単位 

で会費を納入する。賛助会員は本会の目的に賛同する企業、団体、個人から 

なる。それぞれの会員の年会費はこれを別に細則において定める。会費を５ 

年以上滞納した会員については幹事会の議を経て退会とする。 

第８条 名誉会長は本会に特に功労のあった会長を、名誉会員は本会に特に功労のあ 

った会員を、顧問は本学会関連領域の学識経験者を幹事会の議を経て会長が 

推薦し総会で承認を得るものとする。名誉会長、名誉会員および顧問は会費 

を免除され、幹事会にオブザーバーとして出席できる。 

第９条 入会申込事項に変更の生じた場合または退会を希望する場合にはその旨を事 

務局に届け出ることとする。ただし、既納会費は返付しない。 

 

第４章 集会における発表および発言 

第１０ １．発表および発言は会員によることを原則とする。 

２．会員以外の者の集会への出席は会長の承認をもって許可されるが、原則 

として所定の会場費納入を要する。 
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３．会員以外の者であっても、会長の承認ある時は発表及び発言を行うこと 

ができる。この場合、普通会員分年会費を準用し徴収することがある。 

 

第５章 役員、その他 

第11条 １．本会に次の役員をおく。 

会長     １名 

副会長    １名 

常任幹事   幹事会選出 ８名 および会長推薦 若干名 

幹事    ４０名前後 

監事     ２名 

２．会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不 

在の場合、会長の職務を代行する。会長および副会長は幹事会選出常 

任幹事会において幹事会選出常任幹事の中から互選され、幹事会および 

総会の承認を受けるものとする。 

３．常任幹事は幹事会において選出され総会の承認をうける。幹事会・総会の 

招集が困難な場合は、遠隔会議または郵送等により選挙結果を報告し、 

承認をうける事が出来る。なお、会長は必要に応じて幹事から若干名の 

常任幹事を推薦することができる。 

常任幹事会は幹事の推薦、集会のプログラム作成、学会運営および財 

務等の重要案件を議し、会務を分掌する。常任幹事会は必要に応じ各種 

委員会を設置し幹事及び会員の中から委員を委託することができる。 

４．幹事は常任幹事の推薦にもとづき幹事会で選任され総会の承認をうけ 

る。幹事の推薦に当たっては別に定める細則にもとづくものとする。 

５．監事は幹事会において本会会員の中から選出され総会の承認をうける。 

       幹事会・総会の招集が困難な場合は、遠隔会議または郵送等により選挙 

結果を報告し、承認をうける事が出来る。 

監事は本会の業務および経理を監査するとともに、広く会の運営を監 

視し提言を行う。 

６．事務局に事務員を置くことができる。 

 

第12条 役員の任期は次に定めるものとする。 

１．会長および副会長の任期は１期４年とし、会長の任期は２期までとす 

る。副会長の再任は妨げない。 

２．常任幹事（幹事会選出および会長推薦）の任期は４年とし、再任は妨 

げない。 

３．幹事の任期は４年とし、再任は妨げない。 

４．幹事は満７０歳時の総会終了時を以てその資格を満了する。但し、常 

任幹事においては７０歳を過ぎても残余の任期を完了した後に、その 



 
 

- 3 - 
 

資格を満了するものとする。 

５．監事の任期は４年とし、再任は妨げず定年は設けない。 

６．各役員の任期は承認を受けた総会の翌日から始まり、それぞれの任期 

満了年の総会当日を以て終了するものとする。 

７．役員に欠員が生じた場合には、幹事会においてこれを選出できる。選 

出役員の任期は残余期間とする。 

 

第６章 総会および幹事会 

第13条 総会は年１回、幹事会は年１回以上開催する。但し、会長或いは幹事会等で必 

要と認めたときには、臨時にこれ等を開催することができる。 

第14条 総会の議長は会長があたる。総会は委任状を含め普通会員の１０分の１以上 

の出席者を得て成立し、その議決は出席者の過半数を以て決する。可否同 

数の場合は議長が決する。 

第15条 幹事会の議長は会長（ほか、会長の指名した者、幹事から互選された者、 

常任幹事から互選されたものなど）があたる。幹事会は委任状を含め過 

半数以上の出席者を得て成立し、その議決は出席者の過半数を以て決する。 

可否同数の場合は議長が決する。 

 

第７章 会計 

第16条 本会の会計年度は毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。 

第17条 本会の経費は年会費、各種補助金および寄付金を以て充てる。 

 

第８章 会則の変更 

第18条 本会則は総会の議を経て変更することができる。 

 

第９章 附則 

第19条 本会則は平成５年６月１４日より施行した。 

本会則は改訂のうえ、平成３０年５月２７日より施行する。 

令和２年１１月１日、第５章１１条３項、５項に追加。 

本会則は改訂のうえ、令和５年７月１０日より施行する。 

本会則は改訂のうえ、令和７年１０月５日より施行する。 
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北海道透析療法学会会則施行細則 

本学会会則を施行するにあたり、この細則を定める。 

１．会則を協議、施行する基盤を平成８年６月現在の幹事とする。 

以降はその時点における幹事を当てる。 

 

２．常任幹事に関する事項 

ア．常任幹事は全幹事を候補者とする。その選出は幹事会に出席した幹事により無 

記名連記投票を行い、投票獲得数の上位８名をもって定める。但し、同数の場 

合には抽選により決定する。なお、連記の数は選出常任幹事数の１/２以下とす 

る。なお、会長は幹事会選出の常任幹事決定後、幹事より若干名を常任幹事に 

推薦し得るものとする。 

イ．本会則にもとづく第１回の常任幹事選出に際して、平成８年６月現在の常任幹 

事は若干名の選挙管理委員を指名できる。それ以降の選挙管理委員は選挙時の 

常任幹事会が指名するものとする。 

ウ．旧会則により平成８年６月の幹事会ですでに選出された常任幹事４名および監 

事２名の任期は、本会則発効後の４年間とする。したがって、今回の会則改訂 

にもとづく常任幹事の選出は４名とする。 

エ．会長は緊急を要する場合には常任幹事会を開催することができるが、次回の幹 

事会にその旨を報告し承認を得なければならない。 

  オ．常任幹事・監事選出を行う幹事会の招集が困難な場合は、常任幹事会の議決に 

より郵送による常任幹事・監事選出を行うことができる。 

   郵送による選挙にあたっては、選挙管理委員が全幹事（常任幹事被選挙権保持者） 

の名簿と無記名投票用紙（常任幹事用および監事用）を有権者に送付する。 

なお監事被選挙権保持者は全普通会員であるため、選挙中に会員名簿をホーム 

ページ上に開示し選挙を行う。 

   記入後投票用紙を事務局に返送することで選挙を実施する。 

   選出された新常任幹事・監事は次回の幹事会および総会に報告し承認を得るが、 

会の招集が困難な場合は遠隔会議または郵送による結果報告で承認を得ることとする。 

   報告内容は①投票者総数（投票率）、②有効投票数、 ③当選者および得票数、とする。 

 

３．監事に関する事項 

監事は幹事会において常任幹事の選任に引き続き本会会員の中から選任されるも 

のとする。常任幹事と監事とは兼務できない。 

 

４．幹事に関する事項 

ア．新幹事は常任幹事会によって関連臨床各領域を包括するように勘案しつつ推薦 

され、幹事会の議を経て総会において承認、選任されるものとする。 
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イ．幹事は本会６年以上または日本透析医学会６年以上の会員歴を有するか、日本 

透析医学会専門医であることを基本資格とする。 

ウ．常任幹事会は前項の有資格者について、過去における本学会および関連学会・ 

学術集会での透析療法に関する研究発表さらに論文掲載の業績と主たる活動の 

地域性などを総合的に判定、審査する。 

エ．幹事は第１２条第４項の規定に関わらず原則として、４年間に①４回以上の幹 

事会出席と②本学会での学術発表（筆頭または共同演者）１回以上とを必要条 

件とする。この確認作業は常任幹事会で行う。 

 

５．年会費に関する事項 

普通会員は2,000円。施設会員および賛助会員は20,000円とする。 

個人の賛助会員の会費を普通会員と同じとする。 

 

６．葬儀経費事項 

会員本人の死亡に対し、以下の条件により会長判断で香典、供花、弔電などを送ることができ

るものとする。会長不在時は副会長が代行する。 

① 過去に役員を歴任したもの 

② 会に多大な貢献をしたと判断されるもの 

  原則的に対象は会員であるが、過去に会員歴があり上記にあてはまるもの。 

  金額等は社会通念上妥当と考えられる額とし、事後に常任幹事会の了承を得るものとする。 

 

７．施行細則の変更 

本施行細則は常任幹事会および幹事会の議を経て変更できる。 

 

８．附則 

本施行細則は平成５年６月１４日より施行した。 

本施行細則は改定のうえ、令和１年１１月２３日より施行する。 

令和２年１１月１日、２ のオ.を追加。 

本施行細則は改定のうえ、令和７年１０月５日より施行する。 

 


